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北九州市告示第３２号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和６年２月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 

１ 医科（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

宗前匠脳神経外科医院 北九州市戸畑区一枝二丁目３番２

５号 

令和６年２

月１日 

 
２ 薬局（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

サンキュー薬局両国橋

店 

北九州市小倉北区中井五丁目１８

番１３号 

令和６年２

月１日 

マイルド薬局戸畑店 北九州市戸畑区天神一丁目９番３

号 

令和６年２

月１日 

 
３ 訪問看護（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

そわ 

北九州市小倉北区金鶏町９番２７

号第一岡部ビル３０２号 

令和６年２

月１日 
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北九州市告示第３３号      

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という 。） 第２１条の

５の２４第１項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定を取り消した

ので、法第２１条の５の２５第１項第３号の規定により次のとおり告示する。 

令和６年２月１日      
北九州市長 武 内 和 久 

 
 

１ 指定事業者に関する事項 
指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 
事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

放課後等デイサ

ービス おひさ

まの家＋アップ 

北九州市八幡西

区小嶺台一丁目

３番８号 

株式会社 one  

代表取締役 一宮 勉 

福岡県直方市溝堀一丁目

６番２３号 

重症心身障

害児以外 

4056700067  

 

 
 

２ 取消年月日 

令和６年１月３１日 
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北九州市告示第３４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和６年２月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 県道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

２５４ 須磨園

南原曽

根線 

前 北九州市小倉南区朽網東四

丁目９３番３地先から 

北九州市小倉南区下曽根四

丁目２１１２番１地先まで 

4.1 

～ 

22.2 

4,869.4 

  後 北九州市小倉南区朽網東四

丁目９４番１地先から 

北九州市小倉南区下曽根四

丁目２１１２番１地先まで 

4.1 

～ 

22.2 

4,865.0 

７３ 直方水

巻線 

前 北九州市八幡西区大字木屋

瀬７１５番３地先から 

北九州市八幡西区楠橋４９

２７番３地先まで 

5.6 

～ 

17.0 

3,771.7 

  後 北九州市八幡西区木屋瀬四

丁目７１５番６地先から 

北九州市八幡西区大字楠橋

４９６０番３まで 

5.6 

～ 

18.8 

3,769.1 
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北九州市告示第３５号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和６年２月１日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。  
  令和６年２月１日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 県道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

２５４  須磨園南

原曽根線  
北九州市小倉南区朽網東四丁目９４番１地先から  
北九州市小倉南区下曽根四丁目２１１２番１地先

まで  

７３  直方水巻

線  
北九州市八幡西区木屋瀬四丁目７１５番６地先か

ら  
北九州市八幡西区大字楠橋４９６０番３まで  
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北九州市告示第３６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和６年２月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

３２９０ 原町別

院１９

号線 

門司区原町別院１５番４７地

先から 

門司区原町別院１５番３９地

先まで 

6.0 122.3 

２１０７ 清田３

６号線 

八幡東区清田二丁目１５番１

７地先から 

八幡東区清田二丁目１５番２

９地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

166.6 
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北九州市告示第３７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和６年２月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

 

路線 名  

 

 

変更

前後

の別 

区域変更の区間 

 

 

幅員 

(ｍ) 

 

延長 

(ｍ) 

 

１９０５ 下馬寄

１号線 

前 門司区下馬寄１番１地先か

ら 

門司区下馬寄２０番４地先

まで 

5.6 

～ 

6.8 

367.9 

  後 門司区下馬寄１番１地先か

ら 

門司区下馬寄２０番４地先

まで 

5.6 

～ 

6.3 

368.0 

１９０８ 下馬寄

４号線 

前 門司区下馬寄１３番３地先

から 

門司区下馬寄１５番８地先

まで 

6.0 

～ 

6.4 

219.4 

  後 門司区下馬寄１３番２２地

先から 

門司区下馬寄１５番８地先

まで 

6.0 

～ 

6.4 

219.9 

１９１３ 下馬寄

９号線 

前 門司区下馬寄１２番２地先

から 

門司区下馬寄１４番７地先

まで 

5.8 

～ 

6.3 

211.5 
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  後 門司区下馬寄１２番１３地

先から 

門司区下馬寄１４番７地先

まで 

5.8 

～ 

6.3 

212.2 

２５７０ 原町別

院９号

線 

前 門司区原町別院１５番５地

先から 

門司区原町別院２０番４地

先まで 

6.1 

～ 

6.3 

129.5 

  後 門司区原町別院１５番５地

先から 

門司区原町別院２０番３地

先まで 

6.0 

～ 

6.3 

129.0 

１６２１ 清水５

号線 

前 小倉北区清水五丁目５５番

地先から 

小倉北区清水五丁目２５６

８番地先まで 

2.7 

～ 

6.9 

335.2 

  後 小倉北区清水五丁目５５番

地先から 

小倉北区清水五丁目２５６

８番地先まで 

2.7 

～ 

6.9 

336.5 

１６３０ 清水１

４号線 

前 小倉北区清水五丁目５９番

地先から 

小倉北区皿山町２４８６番

１地先まで 

3.8 

～ 

8.3 

284.9 

  後 小倉北区清水五丁目５９番

地先から 

小倉北区清水五丁目２４８

７番１地先まで 

3.7 

～ 

8.3 

284.3 

１９９８ 皿山町

２号線 

前 小倉北区皿山町２０９０番

３地先から 

小倉北区皿山町２４８６番

１地先まで 

1.5 

～ 

13.2 

298.4 
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  後 小倉北区皿山町２０９０番

３地先から 

小倉北区皿山町２４８６番

１地先まで 

1.2 

～ 

13.2 

297.7 

１９９９ 皿山町

３号線 

前 小倉北区皿山町２４８５番

６地先から 

小倉北区皿山町２５５１番

５地先まで 

3.8 

～ 

9.1 

319.2 

  後 小倉北区皿山町２４８５番

２地先から 

小倉北区皿山町２５５１番

５地先まで 

3.9 

～ 

5.6 

319.9 

１５４１ 朽網８

号線 

前 小倉南区朽網東三丁目１３

１５番１地先から 

小倉南区大字朽網２２８４

番１地先まで 

1.9 

～ 

5.4 

391.3 

  後 小倉南区朽網東三丁目１３

１５番１地先から 

小倉南区朽網東三丁目２２

８４番１地先まで 

1.9 

～ 

5.4 

391.1 

４８０５ 朽網東

６号線 

前 小倉南区朽網東三丁目１３

１１番１地先から 

小倉南区朽網東三丁目１３

０７番３地先まで 

4.1 

～ 

8.3 

47.1 

  後 小倉南区朽網東三丁目１３

１１番１地先から 

小倉南区朽網東三丁目１３

０７番４地先まで 

4.1 

～ 

7.1 

47.5 

５６９５ 朽網東

１３号

線 

前 小倉南区朽網東三丁目１３

０２番３地先から 

小倉南区朽網東四丁目１１

７９番地先まで 

5.4 

～ 

6.8 

296.1 
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  後 小倉南区朽網東三丁目１３

０２番３地先から 

小倉南区朽網東四丁目１１

７９番地先まで 

5.4 

～ 

6.8 

296.0 

６３３９ 朽網東

４０号

線 

前 小倉南区朽網東三丁目１３

０５番６地先から 

小倉南区朽網東三丁目１３

１０番１地先まで 

4.0 

～ 

5.3 

114.7 

  後 小倉南区朽網東三丁目１３

０５番１地先から 

小倉南区朽網東三丁目１３

１０番１地先まで 

4.0 

～ 

5.3 

109.8 

７１０ 清田山

路松尾

町１号

線 

前 八幡東区清田二丁目１１番

１０地先から 

八幡東区山路松尾町９４５

番２地先まで 

8.9 

～ 

39.4 

770.9 

  後 八幡東区清田二丁目１１番

１０地先から 

八幡東区山路松尾町９４５

番２地先まで 

8.9 

～ 

39.4 

770.9 

１２２４ 清田１

０号線 

前 八幡東区清田二丁目兼二橋

から 

八幡東区清田二丁目１４番

１５地先まで 

9.8 

～ 

11.3 

239.2 

  後 八幡東区清田二丁目兼二橋

から 

八幡東区清田二丁目１４番

１５地先まで 

10.7 

～ 

11.1 

236.2 

１７５２ 松尾町

２号線 

前 八幡東区松尾町８番１８地

先から 

八幡東区松尾町１２番１７

地先まで 

5.2 

～ 

6.1 

387.7 
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  後 八幡東区松尾町８番１８地

先から 

八幡東区松尾町１２番１７

地先まで 

4.9 

～ 

6.1 

387.8 

５１９ 楠橋３

号線 

前 八幡西区大字楠橋４００２

番地先から 

八幡西区大字楠橋４４０１

番１地先まで 

5.4 

～ 

10.4 

757.8 

  後 八幡西区大字楠橋３９９９

番２地先から 

八幡西区大字楠橋４４０１

番１地先まで 

5.4 

～ 

10.4 

730.9 

５４７ 大浦浅

川台１

号線 

前 八幡西区大浦三丁目１番１

地先から 

八幡西区浅川台一丁目８４

７番１６地先まで 

22.0 

～ 

41.2 

996.7 

  後 八幡西区大浦三丁目１番１

地先から 

八幡西区浅川台一丁目８４

７番１６地先まで 

22.0 

～ 

41.2 

996.7 

７０３ 藤原浅

川１号

線 

前 八幡西区藤原二丁目８４３

番１０地先から 

八幡西区浅川一丁目１９２

番地先まで 

7.8 

～ 

8.2 

920.3 

  後 八幡西区藤原二丁目８４３

番５地先から 

八幡西区浅川一丁目１９２

番地先まで 

7.9 

～ 

8.2 

918.7 

７３６ 幸神鉄

王１号

線 

前 八幡西区幸神四丁目８番２

７地先から 

八幡西区鉄王一丁目１１番

２地先まで 

10.8 

～ 

18.6 

979.3 
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  後 八幡西区幸神四丁目８番４

地先から 

八幡西区鉄王一丁目１１番

２地先まで 

10.8 

～ 

18.6 

979.3 

７５７ 野面１

号線 

前 八幡西区大字野面１２８５

番１地先から 

八幡西区大字野面２３９９

番１地先まで 

4.1 

～ 

26.8 

595.2 

  後 八幡西区大字野面１２８５

番１地先から 

八幡西区野面二丁目２３９

９番１地先まで 

5.1 

～ 

26.8 

594.9 

７８５ 元城町

西川頭

町１号

線 

前 八幡西区元城町１３３番６

地先から 

八幡西区西川頭町５番２地

先まで 

2.2 

～ 

8.6 

1,001.9 

  後 八幡西区元城町１３３番６

地先から 

八幡西区西川頭町５番２地

先まで 

2.2 

～ 

9.5 

1,000.1 

１０１１ 相生町

１１号

線 

前 八幡西区相生町６番３地先

から 

八幡西区相生町７番７地先

まで 

8.1 109.2 

  後 八幡西区相生町６番３地先

から 

八幡西区相生町７番７地先

まで 

8.1 

～ 

8.2 

109.6 

１０１２ 相生町

１２号

線 

前 八幡西区相生町１２番１７

地先から 

八幡西区相生町７番４地先

まで 

8.1 163.5 
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  後 八幡西区相生町１２番１７

地先から 

八幡西区相生町７番４地先

まで 

8.0 

～ 

8.1 

163.6 

１０１７ 相生町

１７号

線 

前 八幡西区相生町６番１地先

から 

八幡西区相生町１０番２０

地先まで 

7.9 

～ 

8.1 

379.2 

  後 八幡西区相生町６番１地先

から 

八幡西区相生町１０番２０

地先まで 

7.9 

～ 

8.2 

379.4 

２８５７ 楠橋２

５５号

線 

前 八幡西区大字楠橋４７４１

番２地先から 

八幡西区大字楠橋４６３４

番地先まで 

8.1 

～ 

11.9 

335.5 

  後 八幡西区大字楠橋４７４１

番２地先から 

八幡西区大字楠橋４６３２

番６０地先まで 

7.6 

～ 

11.0 

335.9 

２８５９ 楠橋２

５７号

線 

前 八幡西区大字楠橋４６２６

番地先から 

八幡西区大字楠橋４６００

番地先まで 

2.2 

～ 

4.2 

106.9 

  後 八幡西区大字楠橋４６３２

番７１地先から 

八幡西区大字楠橋４６３２

番７５地先まで 

3.0 

～ 

4.0 

108.2 

２８８９ 楠橋２

８７号

線 

前 八幡西区大字楠橋３９７８

番２地先から 

八幡西区大字楠橋３９９３

番地先まで 

0.8 

～ 

3.4 

37.5 
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  後 八幡西区楠橋西三丁目３９

７８番２地先から 

八幡西区大字楠橋３９９３

番地先まで 

0.8 

～ 

3.4 

37.3 

２９７２ 小鷺田

町１号

線 

前 八幡西区小鷺田町４番５地

先から 

八幡西区小鷺田町４番１地

先まで 

3.7 

～ 

10.4 

176.4 

  後 八幡西区小鷺田町４番５地

先から 

八幡西区小鷺田町４番１地

先まで 

3.7 

～ 

7.4 

176.7 

２９８０ 小鷺田

町９号

線 

前 八幡西区小鷺田町２番６地

先から 

八幡西区小鷺田町１番８地

先まで 

3.8 

～ 

4.2 

73.6 

  後 八幡西区小鷺田町２番６地

先から 

八幡西区小鷺田町１番８地

先まで 

3.8 

～ 

4.2 

73.3 

２９８１ 小鷺田

町１０

号線 

前 八幡西区小鷺田町２番６地

先から 

八幡西区小鷺田町１番５地

先まで 

1.8 

～ 

4.2 

112.0 

  後 八幡西区小鷺田町２番６地

先から 

八幡西区小鷺田町１番５地

先まで 

1.8 

～ 

4.2 

111.6 

３０９４ 木屋瀬

１４号

線 

前 八幡西区大字木屋瀬６６８

番３地先から 

八幡西区大字木屋瀬５４９

番２地先まで 

6.4 

～ 

10.8 

478.5 
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  後 八幡西区大字木屋瀬６６８

番３７地先から 

八幡西区大字木屋瀬５４８

番１地先まで 

6.4 

～ 

10.8 

477.3 

３２３９ 幸神３

２号線 

前 八幡西区幸神四丁目１番１

地先から 

八幡西区幸神四丁目８番２

７地先まで 

5.2 

～ 

6.0 

414.8 

  後 八幡西区幸神四丁目１番１

地先から 

八幡西区幸神四丁目８番４

地先まで 

5.2 

～ 

6.0 

415.3 

３８２７ 鉄王１

４号線 

前 八幡西区鉄王二丁目１番１

地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番１

地先まで 

8.1 

～ 

9.0 

203.9 

  後 八幡西区鉄王二丁目１番２

９９地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番４

５５地先まで 

8.6 

～ 

9.2 

203.9 

４１９５ 野面８

号線 

前 八幡西区大字野面２１８７

番１地先から 

八幡西区大字野面２１８０

番２地先まで 

1.7 

～ 

3.7 

86.5 

  後 八幡西区野面一丁目２１８

７番１地先から 

八幡西区野面一丁目２１８

０番２地先まで 

1.7 

～ 

3.7 

86.3 

４２２１ 野面３

４号線 

前 八幡西区野面二丁目２３２

０番１地先から 

八幡西区野面二丁目２２８

４番１地先まで 

2.8 

～ 

4.4 

279.2 
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  後 八幡西区野面二丁目２３２

０番１地先から 

八幡西区野面二丁目２２８

４番１地先まで 

2.8 

～ 

4.4 

279.1 

４４１２ 馬場山

４８号

線 

前 八幡西区馬場山緑７６９番

４地先から 

八幡西区大字馬場山７８０

番２地先まで 

3.9 

～ 

9.6 

236.5 

  後 八幡西区馬場山緑７６８番

地先から 

八幡西区馬場山緑７７６番

２９地先まで 

4.2 

～ 

9.6 

238.6 

４４９３ 東川頭

町２号

線 

前 八幡西区東川頭町１３番３

地先から 

八幡西区東川頭町１９１番

４地先まで 

4.9 

～ 

10.1 

576.7 

  後 八幡西区東川頭町１３番４

５地先から 

八幡西区東川頭町１９１番

４地先まで 

4.9 

～ 

10.1 

576.0 

４７４８ 藤原３

号線 

前 八幡西区藤原二丁目１５９

番１０地先から 

八幡西区藤原二丁目３３４

番２地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

70.4 

  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番３８地先から 

八幡西区藤原二丁目３３４

番２地先まで 

6.0 

～ 

6.2 

70.2 

４７４９ 藤原４

号線 

前 八幡西区藤原二丁目１５９

番２８地先から 

八幡西区藤原二丁目８３０

番６地先まで 

6.0 

～ 

10.0 

350.2 
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  後 八幡西区藤原二丁目１５９

番２８地先から 

八幡西区藤原二丁目８３０

番６地先まで 

6.0 

～ 

6.2 

350.2 

４７５０ 藤原５

号線 

前 八幡西区藤原二丁目１５９

番３地先から 

八幡西区藤原二丁目１５８

番１７地先まで 

4.0 

～ 

8.8 

135.5 

  後 八幡西区藤原二丁目１５９

番３地先から 

八幡西区藤原二丁目１５８

番１７地先まで 

4.0 

～ 

4.1 

135.5 

４７５１ 藤原６

号線 

前 八幡西区藤原二丁目８２９

番４１地先から 

八幡西区藤原二丁目８３６

番１０地先まで 

4.7 

～ 

6.0 

226.1 

  後 八幡西区藤原二丁目８２９

番４１地先から 

八幡西区藤原二丁目８３６

番１０地先まで 

4.7 

～ 

6.0 

225.9 

４７５３ 藤原８

号線 

前 八幡西区藤原二丁目８２３

番８地先から 

八幡西区藤原二丁目８３９

番９地先まで 

4.9 

～ 

5.2 

61.7 

  後 八幡西区藤原二丁目８２３

番８地先から 

八幡西区藤原二丁目８３９

番９地先まで 

4.9 

～ 

5.2 

61.7 

４７５４ 藤原９

号線 

前 八幡西区藤原二丁目８３３

番３地先から 

八幡西区藤原二丁目１５５

番２２地先まで 

4.1 65.0 
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  後 八幡西区藤原二丁目８３３

番３地先から 

八幡西区藤原二丁目１５５

番２２地先まで 

4.0 

～ 

4.1 

65.1 

４７５５ 藤原１

０号線 

前 八幡西区藤原二丁目８３４

番２地先から 

八幡西区藤原二丁目８４２

番２３地先まで 

3.9 

～ 

8.6 

63.7 

  後 八幡西区藤原二丁目８３４

番２地先から 

八幡西区藤原二丁目８４２

番２３地先まで 

4.0 63.6 

４７５６ 藤原１

１号線 

前 八幡西区藤原二丁目８３９

番２地先から 

八幡西区藤原二丁目８４０

番６地先まで 

4.0 57.9 

  後 八幡西区藤原二丁目８３９

番２地先から 

八幡西区藤原二丁目８４０

番６地先まで 

3.8 

～ 

4.0 

57.9 

４７５７ 藤原１

２号線 

前 八幡西区藤原二丁目８４２

番２０地先から 

八幡西区藤原二丁目８４２

番９地先まで 

4.0 

～ 

4.1 

51.5 

  後 八幡西区藤原二丁目８４２

番２０地先から 

八幡西区藤原二丁目８４２

番９地先まで 

4.0 

～ 

4.1 

51.5 

４７６８ 藤原２

３号線 

前 八幡西区藤原三丁目１８５

番６３地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番５９地先まで 

6.0 80.9 
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  後 八幡西区藤原三丁目１８５

番６３地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番５９地先まで 

6.0 81.5 

４７６９ 藤原２

４号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７２

番１８地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番２４地先まで 

6.0 103.1 

  後 八幡西区藤原三丁目１７２

番１８地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番２４地先まで 

6.0 102.7 

４７７０ 藤原２

５号線 

前 八幡西区藤原三丁目１８５

番５５地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番１６地先まで 

4.6 81.1 

  後 八幡西区藤原三丁目１８５

番１３１地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番１６地先まで 

4.6 81.8 

４７７１ 藤原２

６号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７３

番２４地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番１７地先まで 

4.6 89.9 

  後 八幡西区藤原三丁目１７３

番２４地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番１７地先まで 

4.6 89.7 

４７７２ 藤原２

７号線 

前 八幡西区藤原三丁目１８５

番１１地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番１０３地先まで 

4.4 

～ 

4.6 

133.5 

20



  後 八幡西区藤原三丁目１８５

番１１地先から 

八幡西区藤原三丁目１８５

番１０３地先まで 

4.5 

～ 

4.6 

133.5 

４７７３ 藤原２

８号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７３

番２０地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番８地先まで 

4.6 76.4 

  後 八幡西区藤原三丁目１７３

番２０地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番８地先まで 

4.6 76.5 

４７７４ 藤原２

９号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７４

番２５地先から 

八幡西区藤原三丁目１７４

番１９地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

81.1 

  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番２５地先から 

八幡西区藤原三丁目１７４

番１９地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

80.9 

４７７５ 藤原３

０号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７４

番３２地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番３地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

75.3 

  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番３２地先から 

八幡西区藤原三丁目１７２

番３地先まで 

6.0 

～ 

6.1 

75.2 

４７７６ 藤原３

１号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７４

番３３地先から 

八幡西区藤原三丁目１７４

番１０地先まで 

4.6 

～ 

4.7 

81.1 
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  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番３３地先から 

八幡西区藤原三丁目１７４

番１０地先まで 

4.6 81.0 

４７７７ 藤原３

２号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７４

番２８地先から 

八幡西区藤原三丁目１７３

番１０地先まで 

4.6 

～ 

4.7 

80.4 

  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番２８地先から 

八幡西区藤原三丁目１７３

番１０地先まで 

4.6 

～ 

4.7 

80.3 

４７７８ 藤原３

３号線 

前 八幡西区藤原三丁目１７４

番６地先から 

八幡西区藤原三丁目３３３

番５地先まで 

4.6 

～ 

9.0 

81.0 

  後 八幡西区藤原三丁目１７４

番６地先から 

八幡西区藤原三丁目３３３

番５地先まで 

4.6 80.8 

４７７９ 藤原３

４号線 

前 八幡西区藤原三丁目１５９

番３８地先から 

八幡西区藤原三丁目１５９

番１７地先まで 

4.5 

～ 

4.6 

103.8 

  後 八幡西区藤原三丁目１５９

番３８地先から 

八幡西区藤原三丁目１５９

番１７地先まで 

4.5 

～ 

4.6 

103.6 

５２８９ 元城町

１号線 

前 八幡西区元城町５番１２地

先から 

八幡西区元城町１６番地先

まで 

4.7 

～ 

8.0 

17.9 
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  後 八幡西区元城町５番１２地

先から 

八幡西区元城町５番１２地

先まで 

4.7 

～ 

5.3 

21.0 

５６０３ 楠橋２

９６号

線 

前 八幡西区楠橋西三丁目４３

１７番６地先から 

八幡西区楠橋西三丁目４３

２９番まで 

5.7 

～ 

11.5 

128.6 

  後 八幡西区楠橋西三丁目４３

１８番１地先から 

八幡西区楠橋西三丁目４３

２９番まで 

5.6 

～ 

11.5 

125.9 

６８７３ 鉄王４

９号線 

前 八幡西区鉄王二丁目１番１

地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番２

９９地先まで 

9.5 

～ 

16.7 

136.2 

  後 八幡西区鉄王二丁目１番４

０３地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番２

９９地先まで 

9.5 135.4 

６９１７ 鉄王５

４号線 

前 八幡西区鉄王二丁目１番３

８６地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番３

７１地先まで 

8.0 

～ 

9.5 

171.0 

  後 八幡西区鉄王二丁目１番３

８６地先から 

八幡西区鉄王二丁目１番３

７１地先まで 

8.0 

～ 

9.5 

171.0 
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北九州市告示第３８号  
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと

おり令和６年２月１日から道路の供用を開始する。  
 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。  
  令和６年２月１日  

北九州市長 武 内 和 久   
１ 道路の種類 市道  
２ 路線名等  

整理番号  路線名  供用開始の区間  

１９０５  下馬寄１

号線  
門司区下馬寄１番１地先から  
門司区下馬寄２０番４地先まで  

１９０８  下馬寄４

号線  
門司区下馬寄１３番２２地先から  
門司区下馬寄１５番８地先まで  

１９１３  下馬寄９

号線  
門司区下馬寄１２番１３地先から  
門司区下馬寄１４番７地先まで  

２５７０  原町別院

９号線  
門司区原町別院１５番５地先から  
門司区原町別院２０番３地先まで  

３２９０  原町別院

１９号線  
門司区原町別院１５番４７地先から  
門司区原町別院１５番３９地先まで  

１６２１  清水５号

線  
小倉北区清水五丁目５５番地先から  
小倉北区清水五丁目２５６８番地先まで  

１６３０  清水１４

号線  
小倉北区清水五丁目５９番地先から  
小倉北区清水五丁目２４８７番１地先まで  

１９９８  皿山町２

号線  
小倉北区皿山町２０９０番３地先から  
小倉北区皿山町２４８６番１地先まで  

１９９９  皿山町３

号線  
小倉北区皿山町２４８５番２地先から  
小倉北区皿山町２５５１番５地先まで  
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５６９５  朽網東１

３号線  
小倉南区朽網東三丁目１３０２番３地先から  
小倉南区朽網東四丁目１１７９番地先まで  

６３３９  朽網東４

０号線  
小倉南区朽網東三丁目１３０５番１地先から  
小倉南区朽網東三丁目１３１０番１地先まで  

７１０  清田山路

松尾町１

号線  

八幡東区清田二丁目１１番１０地先から  
八幡東区山路松尾町９４５番２地先まで  

１２２４  清田１０

号線  
八幡東区清田二丁目兼二橋から  
八幡東区清田二丁目１４番１５地先まで  

１７５２  松尾町２

号線  
八幡東区松尾町８番１８地先から  
八幡東区松尾町１２番１７地先まで  

２１０７  清田３６

号線  
八幡東区清田二丁目１５番１７地先から  
八幡東区清田二丁目１５番２９地先まで  

５１９  楠橋３号

線  
八幡西区大字楠橋３９９９番２地先から  
八幡西区大字楠橋４４０１番１地先まで  

５４７  大浦浅川

台１号線  
八幡西区大浦三丁目１番１地先から  
八幡西区浅川台一丁目８４７番１６地先まで  

７０３  藤原浅川

１号線  
八幡西区藤原二丁目８４３番５地先から  
八幡西区浅川一丁目１９２番地先まで  

７３６  幸神鉄王

１号線  
八幡西区幸神四丁目８番４地先から  
八幡西区鉄王一丁目１１番２地先まで  

７５７  野面１号

線  
八幡西区大字野面１２８５番１地先から  
八幡西区野面二丁目２３９９番１地先まで  

７８５  元城町西

川頭町１

号線  

八幡西区元城町１３３番６地先から  
八幡西区西川頭町５番２地先まで  

１０１１  相生町１

１号線  
八幡西区相生町６番３地先から  
八幡西区相生町７番７地先まで  
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１０１２  相生町１

２号線  
八幡西区相生町１２番１７地先から  
八幡西区相生町７番４地先まで  

１０１７  相生町１

７号線  
八幡西区相生町６番１地先から  
八幡西区相生町１０番２０地先まで  

２８５７  楠橋２５

５号線  
八幡西区大字楠橋４７４１番２地先から  
八幡西区大字楠橋４６３２番６０地先まで  

２８５９  楠橋２５

７号線  
八幡西区大字楠橋４６３２番７１地先から  
八幡西区大字楠橋４６３２番７５地先まで  

２８８９  楠橋２８

７号線  
八幡西区楠橋西三丁目３９７８番２地先から  
八幡西区大字楠橋３９９３番地先まで  

２９７２  小鷺田町

１号線  
八幡西区小鷺田町４番５地先から  
八幡西区小鷺田町４番１地先まで  

２９８０  小鷺田町

９号線  
八幡西区小鷺田町２番６地先から  
八幡西区小鷺田町１番８地先まで  

２９８１  小鷺田町

１０号線  
八幡西区小鷺田町２番６地先から  
八幡西区小鷺田町１番５地先まで  

３０９４  木屋瀬１

４号線  
八幡西区大字木屋瀬６６８番３７地先から  
八幡西区大字木屋瀬５４８番１地先まで  

３２３９  幸神３２

号線  
八幡西区幸神四丁目１番１地先から  
八幡西区幸神四丁目８番４地先まで  

３８２７  鉄王１４

号線  
八幡西区鉄王二丁目１番２９９地先から  
八幡西区鉄王二丁目１番４５５地先まで  

４１９５  野面８号

線  
八幡西区野面一丁目２１８７番１地先から  
八幡西区野面一丁目２１８０番２地先まで  

４２２１  野面３４

号線  
八幡西区野面二丁目２３２０番１地先から  
八幡西区野面二丁目２２８４番１地先まで  

４４１２  馬場山４

８号線  
八幡西区馬場山緑７６８番地先から  
八幡西区馬場山緑７７６番２９地先まで  
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４４９３  東川頭町

２号線  
八幡西区東川頭町１３番４５地先から  
八幡西区東川頭町１９１番４地先まで  

４７４８  藤原３号

線  
八幡西区藤原三丁目１７４番３８地先から  
八幡西区藤原二丁目３３４番２地先まで  

４７４９  藤原４号

線  
八幡西区藤原二丁目１５９番２８地先から  
八幡西区藤原二丁目８３０番６地先まで  

４７５０  藤原５号

線  
八幡西区藤原二丁目１５９番３地先から  
八幡西区藤原二丁目１５８番１７地先まで  

４７５１  藤原６号

線  
八幡西区藤原二丁目８２９番４１地先から  
八幡西区藤原二丁目８３６番１０地先まで  

４７５３  藤原８号

線  
八幡西区藤原二丁目８２３番８地先から  
八幡西区藤原二丁目８３９番９地先まで  

４７５４  藤原９号

線  
八幡西区藤原二丁目８３３番３地先から  
八幡西区藤原二丁目１５５番２２地先まで  

４７５５  藤原１０

号線  
八幡西区藤原二丁目８３４番２地先から  
八幡西区藤原二丁目８４２番２３地先まで  

４７５６  藤原１１

号線  
八幡西区藤原二丁目８３９番２地先から  
八幡西区藤原二丁目８４０番６地先まで  

４７５７  藤原１２

号線  
八幡西区藤原二丁目８４２番２０地先から  
八幡西区藤原二丁目８４２番９地先まで  

４７６８  藤原２３

号線  
八幡西区藤原三丁目１８５番６３地先から  
八幡西区藤原三丁目１８５番５９地先まで  

４７６９  藤原２４

号線  
八幡西区藤原三丁目１７２番１８地先から  
八幡西区藤原三丁目１７２番２４地先まで  

４７７０  藤原２５

号線  
八幡西区藤原三丁目１８５番１３１地先から  
八幡西区藤原三丁目１８５番１６地先まで  

４７７１  藤原２６

号線  
八幡西区藤原三丁目１７３番２４地先から  
八幡西区藤原三丁目１７２番１７地先まで  
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４７７２  藤原２７

号線  
八幡西区藤原三丁目１８５番１１地先から  
八幡西区藤原三丁目１８５番１０３地先まで  

４７７３  藤原２８

号線  
八幡西区藤原三丁目１７３番２０地先から  
八幡西区藤原三丁目１７２番８地先まで  

４７７４  藤原２９

号線  
八幡西区藤原三丁目１７４番２５地先から  
八幡西区藤原三丁目１７４番１９地先まで  

４７７５  藤原３０

号線  
八幡西区藤原三丁目１７４番３２地先から  
八幡西区藤原三丁目１７２番３地先まで  

４７７６  藤原３１

号線  
八幡西区藤原三丁目１７４番３３地先から  
八幡西区藤原三丁目１７４番１０地先まで  

４７７７  藤原３２

号線  
八幡西区藤原三丁目１７４番２８地先から  
八幡西区藤原三丁目１７３番１０地先まで  

４７７８  藤原３３

号線  
八幡西区藤原三丁目１７４番６地先から  
八幡西区藤原三丁目３３３番５地先まで  

４７７９  藤原３４

号線  
八幡西区藤原三丁目１５９番３８地先から  
八幡西区藤原三丁目１５９番１７地先まで  

５２８９  元城町１

号線  
八幡西区元城町５番１２地先から  
八幡西区元城町５番１２地先まで  

５６０３  楠橋２９

６号線  
八幡西区楠橋西三丁目４３１８番１地先から  
八幡西区楠橋西三丁目４３２９番まで  

６８７３  鉄王４９

号線  
八幡西区鉄王二丁目１番４０３地先から  
八幡西区鉄王二丁目１番２９９地先まで  

６９１７  鉄王５４

号線  
八幡西区鉄王二丁目１番３８６地先から  
八幡西区鉄王二丁目１番３７１地先まで  
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北九州市告示第３９号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 
  令和６年２月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
１ 薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

サンキュー薬局両国橋

店 

北九州市小倉北区中井五丁目１８

番１３号 

令和６年２

月１日 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護・リハビリス

テーション在宅看護セ

ンター北九州  

北九州市若松区小敷ひびきの三丁

目４番１３－１０２号 

令和６年２

月１日 
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北九州市告示第４０号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。 
  令和６年２月１日   

北九州市長 武 内 和 久   
薬局（育成医療及び更生医療）の所在地の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  変更年月日  

和田調剤薬局 旧  北九州市小倉南区下曽根新町

１１番８－１０２号  
令和５年１

２月１日  
新  北九州市小倉南区田原新町二

丁目３番２２号  
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北九州市告示第４１号  
 北九州市住居表示に関する条例（昭和４１年北九州市条例第４号）第２条の

規定により、別図１の北九州市八幡西区小鷺田町１２番及び１４番から１７番

までの街区の区域を別図２のとおり変更し、令和６年２月１日から実施するの

で告示する。  
  令和６年２月１日  
                    北九州市長 武 内 和 久  
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北九州市公告第７４号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

北九州市規則第７８号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年２月 1 日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 特定役務の名称及び数量 

  北九州市公用自動車の借入れ及び保守業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

北九州市港湾空港局総務部総務課 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 

３ 落札を決定した日 

  令和６年１月１７日 

４ 落札者の名称及び住所 

  株式会社トヨタレンタリース福岡北九州地区 

  北九州市八幡西区筒井町５番１号 

５ 落札金額 

  ２，１７５万６，２４０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和５年１２月１日 

８ 落札方法 

  最低価格による。 
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北九州市公告第７５号  
 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３

９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定

により、次のとおり公告する。  
  令和６年２月１日  

北九州市長 武 内 和 久  
１ 委託内容  
 （１） 業務名 子どもの安全確認等訪問対応業務  
 （２） 業務内容等 仕様書で定めるとおり  
 （３） 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  
 （４） 納入場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
          北九州市子ども総合センター  
 （５） 入札方法  
  ア 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てたものとする。）をもって

落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記入すること。  
  イ 電送及び郵送による入札は、認めない。  
  ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。  
  エ 入札執行回数は、２回を限度とする。  
  オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。  
２ 競争入札参加資格  
  次の各号のいずれにも該当する者であること。  

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること

。  
（２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。  
 （３） 北九州市から指名停止処分を受けている期間でないこと。  
３ 入札手続等  
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 （１） 契約条項を示す場所及び日時  
  ア 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
       北九州市子ども家庭局子ども総合センター  
  イ 日時 この公告の日から令和６年２月１９日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から正午ま

で及び午後１時から午後５時まで  
 （２） 入札説明書等の交付方法 前号ア及びイの場所及び日時において無

償で交付する。  
 （３） 入札説明会  
  ア 日時 令和６年２月２６日午後４時  
  イ 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
       ウェルとばた５階 会議室  
 （４） 入札に参加するための要件等  
  ア この一般競争入札に参加を希望する者は、所定の期日までに入札参加

申込みを行い、入札参加者としての資格を有するか否かについて審査を

受けなければならない。  
  イ 入札参加申込みは、所定の様式を持参又は郵送することにより行わな

ければならない。  
  ウ この一般競争入札に参加を希望する者は、前号の入札説明会に参加し

なければならない。  
 （５） 入札参加申込書を提出する場所及び期間  
  ア 場所 第１号アの場所と同じ  
  イ 期間  
   （ア） 持参の場合  
     この公告の日から令和６年２月１９日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで  
   （イ） 郵送の場合  
     書留郵便で令和６年２月１９日午後５時までに必着のこと。  

（６） 競争入札参加資格確認結果の通知 令和６年２月２１日までに通知

する。  
４ 入札及び開札の日時及び場所  
 （１） 日時 令和６年３月５日午後２時  
 （２） 場所 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
        ウェルとばた５階 会議室  
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５ その他  
 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨  
  ア 言語 日本語  
  イ 通貨 日本国通貨  
 （２） 入札保証金及び契約保証金  
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。  
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５

条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。  
 （３） 入札の無効  
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。  
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札  
  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札  
  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札  
 （４） 落札者の決定方法  
   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。また、所定の回

数で落札者がいないときは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８

号の規定により随意契約に移行する。  
 （５） 契約書作成の要否 要  
 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等  
   北九州市子ども家庭局子ども総合センター  
   〒８０４－００６７ 北九州市戸畑区汐井町１番６号  
   電話 ０９３－８８１－４５５６  
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北九州市公告第７６号 

 一般競争入札により、物件の借入れ及び保守業務契約を締結するので、地方

自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第 1 項及び北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年２月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 調達内容 

 （１） 物件の名称及び数量 カラー複合機１台 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 （４） 入札方法 モノクロ複写及びカラー複写各１枚当たりの単価（当該

単価に１円未満の端数がある場合は、小数点以下第２位までを記載する。

）にそれぞれの予定数量（５年間分）を乗じて得た金額の合計金額により

行う。ただし、契約は、落札金額におけるモノクロ複写及びカラー複写各

１枚当たりの単価契約とする。落札決定に当たっては、入札書に記載され

た金額に当該金額の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

に記載されていること。 

 （３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 郵送による入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 

       北九州市危機管理室危機管理課 

  イ 期間 この公告の日から令和６年２月２０日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休
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日（以下「日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前８時３０分から

正午まで及び午後１時から午後５時まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所及び電子メールにより無償

で交付する。電子メールで交付を希望する場合は、請求者氏名、住所（法

人の場合は、法人名及び担当者名並びに所在地）及び電話番号を記載する

とともに、電子メールの到達を電話で確認すること。 
   請求先メールアドレス kiki-kanri@city.kitakyushu.lg.jp 
      電話 ０９３－５８２－２１１０ 
 （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

（４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 
 望する者は、令和６年２月１３日までに競争参加の申出書を提出しなけれ

ばならない。 
 ア 場所 第１号アの場所と同じ 
 イ 期間  

（ア）  持参の場合 
         この公告の日から令和６年２月１３日まで（日曜日等を除く。）の

毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（イ）  郵送の場合 
        書留郵便により令和６年２月１３日午後５時までに必着 

 （５） 郵送による場合の入札書を提出する場所及び期限 
ア 場所 第１号アの場所と同じ 
イ 期限 書留郵便により令和６年２月２０日午後５時までに必着 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 
  ア 場所 第１号アの場所と同じ  

  イ 日時 令和６年２月２１日午前１０時 
４ その他 
 （１） 入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
  イ 契約保証金 契約単価に予定数量を乗じて得た合計金額の１００分の

５以上。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれか

に該当する場合は、免除する。 
 （２） 入札の無効 
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
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  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 
  ウ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
 （３） 落札者の決定方法 
   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 
 （４） 契約書作成の要否 要 
 （５） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌

年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場

合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができる。 
 （６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名所及び所在

地等 
   北九州市危機管理室危機管理課 
   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 
   電話 ０９３－５８２－２１１０ 
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北九州市上下水道局告示第２号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和６年２月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｍ－１９４ 青木家電サービ

ス 

青木正道 北九州市小倉南

区大字長野７４

４番地２ 

令和６年２

月１日 
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北九州市上下水道局公告第２５号 
 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、北九州市上下水道局契

約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」とい

う。）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する

。 
令和６年２月１日 

    北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 
１ 委託内容 

（１） 業務の名称及び予定数量 
 機械脱水汚泥処分業務委託 ２，０００トン 

 （２）  業務の内容等 仕様書で定めるとおり 
（３） 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
（４） 履行場所 仕様書で定めるとおり 
（５） 入札方法  

ア 処分に係る汚泥１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記入すること。 
イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 
ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内で入札がない場合は、直ちに再度

入札を行う。 
エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 
オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

に代理人の記名押印が必要である。 
２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 
（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 
（２）  北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等
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に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。 
（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく処分に関する事業の許

可を、北九州市内で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥の全てを安定的に再生利用できる者であること。 

（６） １日当たり最大１００トン、１週当たり最大５００トン及び１月当

たり最大８００トンの汚泥の受入れが可能であること。 

（７） この公告の日前２年間において、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務についての実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び期間 
ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

北九州市上下水道局水道部浄水課 
イ 期間 この公告の日から令和６年２月２８日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２９日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後１時３０分まで 
（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 
（３）  競争入札参加申請書等の提出  
 ア 郵送による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に書留 
  郵便により、令和６年２月１４日午後４時３０分までに必着のこと。 
 イ 持参による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に、令 
  和６年２月１４日午後４時３０分までに提出のこと。 

４ 入札及び開札の場所及び日時 
（１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

        小倉北区役所地下２階第一入札室 
（２） 日時   令和６年２月２９日午後１時３０分 

５ その他 
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（１）  入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。 
イ   契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
（２）  入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ   契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す 
る入札 

（３）  落札者の決定方法   契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１

４第１項第８号の規定により随意契約に移行する。 
（４）  契約書作成の要否 要 
（５） この公告に係る契約の締結については、落札の決定があっても、こ

の契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合において、北

九州市上下水道局は、この契約を締結しないことによる補償は、行わない

。 
（６）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 
北九州市上下水道局水道部浄水課 
〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 
電話 ０９３－５８２－３１５５ 
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北九州市上下水道局公告第２６号 
 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、北九州市上下水道局契

約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」とい

う。）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する

。 
令和６年２月１日 

    北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 
１ 委託内容 

（１） 業務の名称及び予定数量 
天日乾燥汚泥処分業務委託 １，２００トン 

 （２）  業務の内容等 仕様書で定めるとおり 
（３）  契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
（４） 履行場所 仕様書で定めるとおり 
（５） 入札方法  

ア 処分に係る汚泥１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記入すること。 
イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 
ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内で入札がない場合は、直ちに再度

入札を行う。 
エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 
オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

に代理人の記名押印が必要である。 
２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 
（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 
（２）  北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等
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に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。 
（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく処分に関する事業の許

可を、北九州市内で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥の全てを安定的に再生利用できる者であること。 

（６） １日当たり最大１００トン、１週当たり最大４００トン及び１月当

たり最大８００トンの汚泥の受入れが可能であること。 

（７） この公告の日前２年間において、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務についての実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び期間 
ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

北九州市上下水道局水道部浄水課 
イ 期間 この公告の日から令和６年２月２８日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２９日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後１時５０分まで 
（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 
（３）  競争入札参加申請書等の提出 
 ア 郵送による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に書留

郵便により、令和６年２月１４日午後４時３０分までに必着のこと。 
イ 持参による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に、令

和６年２月１４日午後４時３０分までに提出のこと。 
４  入札及び開札の場所及び日時 
 （１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 
        小倉北区役所地下２階第一入札室 
 （２） 日時   令和６年２月２９日午後１時５０分 
５ その他 
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（１）  入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。 
イ   契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
（２）  入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ   契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す 
る入札 

（３）  落札者の決定方法   契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１

４第１項第８号の規定により随意契約に移行する。 
（４）  契約書作成の要否 要 
（５） この公告に係る契約の締結については、落札の決定があっても、こ

の契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合において、北

九州市上下水道局は、この契約を締結しないことによる補償は、行わない

。 
（６）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 
北九州市上下水道局水道部浄水課 
〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 
電話 ０９３－５８２－３１５５ 
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北九州市上下水道局公告第２７号 
 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、北九州市上下水道局契

約規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」とい

う。）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号

。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する

。 
令和６年２月１日 

    北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 
１ 委託内容 

（１） 業務の名称及び予定数量 
浄水汚泥等処分業務委託 ４５０トン 

 （２）  業務の内容等 仕様書で定めるとおり 
（３） 契約期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
（４） 履行場所 仕様書で定めるとおり 
（５） 入札方法  

ア 処分に係る汚泥１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たって

は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する金

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記入すること。 
イ 電送及び郵送による入札は、認めない。 
ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内で入札がない場合は、直ちに再度

入札を行う。 
エ 入札執行回数は、２回を限度とする。 
オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

に代理人の記名押印が必要である。 
２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 
（１）  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 
（２）  北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等
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に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。 
（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく処分に関する事業の許

可を、北九州市内で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥の全てを安定的に再生利用できる者であること。 

（６） １日当たり最大１００トン、１週当たり最大２５０トン及び１月当

たり最大２５０トンの汚泥の受入れが可能であること。 
（７） この公告の日前２年間において、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務についての実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９）  北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
３ 入札手続等 

（１）  契約条項を示す場所及び期間 
ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 

北九州市上下水道局水道部浄水課 
イ 期間 この公告の日から令和６年２月２８日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２９日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後２時１０分まで 
（２）  入札説明書及び仕様書の交付方法 前号アの場所において無償で交

付する。 
（３）  競争入札参加申請書等の提出 

ア 郵送による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に書留

郵便により、令和６年２月１４日午後４時３０分までに必着のこと。 
イ 持参による競争入札参加申請書等の提出期限 第１号アの場所に、令

和６年２月１４日午後４時３０分までに提出のこと。 
４  入札及び開札の場所及び日時 
 （１） 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号 
        小倉北区役所地下２階第一入札室 
 （２） 日時   令和６年２月２９日午後２時１０分 
５ その他 
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（１）  入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は、免除する。 
イ   契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上 

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
（２）  入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ   契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す 
る入札 

（３）  落札者の決定方法   契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１

４第１項第８号の規定により随意契約に移行する。 
（４）  契約書作成の要否 要 
（５） この公告に係る契約の締結については、落札の決定があっても、こ

の契約に係る予算が成立しない場合は、行わない。この場合において、北

九州市上下水道局は、この契約を締結しないことによる補償は、行わない

。 
（６）  この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 
北九州市上下水道局水道部浄水課 
〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号 
電話 ０９３－５８２－３１５５ 
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